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❑町道管理、生活保護、和牛支援で論戦 ３月議会一般質問

狭い町道、改善を 課長「整備計画つくる。住民と話し合いたい」

西田議員：町道高前田５号線に一部狭隘な部分があり、緊急車両が通りづらい。

町道が民有地に占拠されていないかと疑う人もいる。現状はどうなっているか。

猿子町長：町の資料では個人所有の民有地となっており、占拠されている事実

はない。

西田：旧秋田街道の一部で、葛根田川に向かって真っすぐに伸びて一里塚にぶ

つかるところで、個人の土地になり得ない。町が管理しているはずの場所ではな

いかと思えるが不思議だと周りの人たちも言っている。

地域整備課長：当課の資料は確認しているが、路線すべてを調査したわけでは

ない。疑義があれば当課に相談してほしい。

西田：道幅４ｍほどの道路だが、一方からは民有地が１ｍ以上食い込み、反対

側でも波トタンの塀が町道側にせり出し、両側から狭くなって道幅が３ｍにもな

らない部分が１か所あって、住民が不安を感じている。

狭い部分をまわりと同じ幅に広げることは考えられないか。

地域整備課長：この路線以外にも狭いと言われる路線があ

る。生活道路の整備は公平性をもって計画を策定し、取り組む。

要望をされている方々とも当課としてもう一度話し合いたい。
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＊日本共産党の活動・政策などを紹介します

☆「しんぶん赤旗」をご購読下さい☆
日刊紙16ページで月3,497円、日曜版（週刊）36ページで月930円です

和牛農家全体への一律助成を再要望 町は限定的支援に固執

西田：和牛農家へのコロナ禍での支援が全体に行き届いていない。一戸あたり

の定額給付金をという声も根強い。他自治体では支援しているところもあると聞く。

町長：畜種ごとの影響を踏まえて支援を実施しており、全ての畜産農家への一

律の助成は行わない方針だ。何に重点的な支援が必要かを見定めていく。

西田：和牛農家の損失は町全体で前年比２億円を超えそうなのに、国、県、町

からの援助が限定的だ。商工観光分野と比べても支援が弱すぎる。
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生活保護制度① 資格ある人が受給できるよう積極周知を

コロナ禍の影響で大変な生活を余儀なくされている人が増加しています。

そんな中、政府や首相からは生活保護がセーフティーネットとして大事だとの

キャンペーンもなされていて、生活保護制度に改めて注目が集まりました。

この情勢を受けて西田町議は、「捕捉率」の低さや、「扶養照会」の運用など、

かねてから指摘されてきた生活保護制度の課題を一般質問で取り上げました。

西田：町の生活保護世帯の動向は。

町長：生活保護の受給が増加傾向

にある。

約73％が65歳以上の高齢者で、低

年金・無年金や、他市町村ですでに

生活保護を受給していた人の本町高

齢者施設への転入が主な要因となっている。

今後コロナ禍の影響が長引けば生活保護の相談件数の増加が予想される。

西田：町での生活保護世帯の捕捉率は。捕捉率をどう向上させていくか。

町長：生活保護は申請後に資産等の調査をするため、捕捉率の推計は困難だ。

今後も関係機関と連携し、生活困窮者の早期発見と適切な相談支援に努める。
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町内で生活保護を受給する世帯と人数

平成30年度末現在 94世帯 111人

令和元年度末現在 99世帯 112人

令和３年１月末現在 103世帯 119人

生活保護の「捕捉率」 日本は断トツの低さ

「捕捉率」とは、生活保護を

利用する資格がある人のうち、

実際に利用している人の割合の

こと。

日本では捕捉率が20％前後と

推計されており、他国と比べて

極端に低くなっています。

（「しんぶん赤旗」2018年6月3

日より）

西田：受給資格の有無が本人にわからないことも、申請をためらう原因になる。

国が対策を取るべきだが、町でも生活保護の対象となる範囲を示してはどうか。

生活保護制度② 親族への照会「一律にはしない」と町長答弁

西田：生活保護を申請する際、親族に申請者への経済的支援が可能かを問い合

わせる「扶養照会」について、義務ではないとの政府答弁があり注目している。

町として、義務ではない扶養照会を続けるか。

町長：生活保護申請の相談の際は、説明し、申請者の理解を得て扶養照会を行

う。家族関係等を考慮し、一律に照会することのないよう対応している。

西田：扶養照会については、 2017年度に全国で約３万８千件という膨大な手

間をかけたうちの約600件、1.6％しか親族からの金銭的援助につながっていない。

親族であっても、生活保護の申請という個人情報を漏らされるのは問題だ。

こちらから扶養照会はやらなくても良いとサインを出しても良いのではないか。
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「扶養照会」は法律上の義務ではない ～厚労省が重要見解～

①参議院予算委員会（1月28日）より

〇質問 小池晃・参院議員（日本共産党）

「確認しますが、生活保護法に扶養照会をしなければならないと書いて

ありますか。」

〇答弁 田村憲久・厚生労働大臣

「扶養は保護に優先するということではありますが、先ほど申し上げたと

おり義務ということではございませんので、そういう意味では義務ではご

ざいません。義務ではございません。扶養照会が義務ではございません。」

②厚生労働省の事務連絡（3月31日付）

「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由につい

て特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象となる扶養義務者が「扶養義務履

行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきで

ある。」（「『生活保護問答集について』の一部改正について」より）


